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労働保険事務組合報奨金交付要領の 一部改正等について 

今般、 労働保険事務組合に 対する報奨金に 関する省令の 一部を改正する 省令 ( 平成 1 5 

年厚生労働省令第 8 8 号 ) が施行されたことに 伴い、 平成丁 4 年 6 月 3 日付け 基 登第 0 6 

0 3 0 0 2 号 別添 「労働保険事務組合報奨金交付要領 ( 平成 1 4 年 6 月 ) 」を下記のとお 

り改正したので、 当該事務処理に 遺漏のないよう 取り扱われたい。 

- 己 

労働保険事務組合報奨金交付要領の 第 4 の 1 の (2) 中 「ただし、 労災保険にかかる 保険 

関係が成立している 二元適用事業及び 第 2 種特別加入に 係る団体のみの 委託を受ける 事務 

組合にあ っては、 労働基準監督署を 経由して労働局に 提出するものとする。 」を削除する。 


○労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令
(昭和四十八年七月十日)
(労働省令第二十三号)
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第二条及び第三条の規定に基づき、労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令を次のように定める。
労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令
(令第二条第一号の厚生労働省令で定める額)
第一条　労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号。以下「令」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一　常時五人未満の労働者を使用する事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十九条第一項に規定する事業以外の事業であつて労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの(以下「二保険関係成立事業」という。)　八千四百円
二　常時五人未満の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業以外の事業　四千二百円
三　常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業　四千二百円
四　常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業以外の事業　二千百円
２　令第一条第一号ロに規定する十六人以上事業に関し令第二条第二号の額を同条第一号の規定の例により算定する場合においては、同号の厚生労働省令で定める額は、当該十六人以上事業が令第一条第一号ロに規定する十五人以下事業該当年度において該当した前項各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(昭六〇労令一四・全改、平元労令一五・平五労令一七・平九労令一一・平一二労令四一・平一六厚労令九四・一部改正)
(報奨金の交付の申請)
第二条　労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十三条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を七月末日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
一　前年度の確定保険料の総額
二　前号の確定保険料の総額のうち納付済総額
三　前年度の労働保険料に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付済総額
四　徴収法第二十六条第三項の規定による処分の有無
五　納付した前年度の労働保険料の総額のうち督促を受けることなく納付した額
六　事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人未満の労働者を使用する事業(以下「五人未満委託事業」という。)の数及び次に掲げる事業の数
イ　事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人未満の労働者を使用する事業(以下「五人未満委託事業」という。)のうち二保険関係成立事業
ロ　事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人未満の労働者を使用する事業(以下「五人未満委託事業」という。)のうち二保険関係成立事業以外の事業
七　事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業(以下「五人以上十五人以下委託事業」という。)の数及び次に掲げる事業の数
イ　五人以上十五人以下委託事業のうち二保険関係成立事業
ロ　五人以上十五人以下委託事業のうち二保険関係成立事業以外の事業
八　事業主の労働保険事務の処理の委託に係る令第一条第一号ロに規定する十六人以上事業(以下「十六人以上委託事業」という。)のうち当該事業についての前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。)が督促を受けることなく納付された事業について、各事業ごとに、次に掲げる事項
イ　当該十六人以上委託事業の事業主の委託を受けて納付した令第一条第一号ロに規定する十五人以下事業該当年度の労働保険料の額のうち督促を受けることなく納付した額(その額が当該十五人以下事業該当年度の確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)
ロ　当該十五人以下事業該当年度における常時使用する労働者数及び二保険関係成立事業又はそれ以外の事業の別
２　前項の場合において、同項第一号から第三号までに掲げる事項に関しては常時十五人以下の労働者を使用する事業及び十六人以上委託事業の事業主の委託に係るものにつき、同項第五号に掲げる事項に関しては常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、それぞれ記載するものとする。この場合において、同項第一号に掲げる事項に関しては、常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものと十六人以上委託事業の事業主の委託に係るものとに区分して記載するものとする。
(昭五〇労令六・昭五一労令二二・昭六〇労令一四・平一二労令二・平一三厚労令三一・平一五厚労令八八・一部改正)
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附　則　(昭和五一年六月一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和五四年六月一日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和五七年四月六日労働省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和六〇年四月六日労働省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　(平成元年五月二九日労働省令第一五号)
１　この省令は、公布の日から施行する。
２　昭和六十三年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十三条第一項の規定による報奨金(以下「報奨金」という。)の交付を受けた労働保険事務組合であって平成元年度以降に報奨金の交付を受けるものについて労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「令」という。)第二条及び改正後の第一条の規定により算定した額が、当該労働保険事務組合が昭和六十三年度において交付を受けた報奨金の額に満たない場合における当該労働保険事務組合に対して交付する報奨金に係る令第二条の労働省令で定める額は、改正後の第一条の規定にかかわらず、当分の間、昭和六十三年度に交付を受けた報奨金の額から、事業主からその事業についての労働保険料の納付の委託を受けた事業に関し次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した額の合計額を減じた額とする。
一　常時十五人以下の労働者を使用する事業　当該事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。次号において同じ。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額。次号において同じ。)に百分の三・八を乗じて得た額
二　令第一条第一号ロに規定する十六人以上事業(その事業についての前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。)について、督促を受けたことがないものに限る。)　当該事業の事業主の委託を受けて納付した令第一条第一号ロに規定する十五人以下事業該当年度の労働保険料の額を基礎として前号の規定の例により算定した額
３　昭和六十三年度において報奨金の交付を受けた労働保険事務組合は、第二条第一項の規定により提出する申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、当分の間、当該交付を受けた報奨金の額を記載しなければならない。
附　則　(平成五年四月一日労働省令第一七号)
１　この省令は、公布の日から施行する。
２　平成四年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十三条第一項の規定による報奨金(以下「報奨金」という。)の交付を受けた労働保険事務組合であって平成五年度以降に報奨金の交付を受けるものについて労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第百二十号)による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第二条及びこの省令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(以下「新省令」という。)第一条の規定により算定した額が、当該労働保険事務組合が平成四年度において交付を受けた報奨金の額に満たない場合における当該労働保険事務組合に対して交付する報奨金に係る新令第二条の労働省令で定める額は、新省令第一条の規定にかかわらず、当分の間、平成四年度に交付を受けた報奨金の額から、事業主からその事業についての労働保険料の納付の委託を受けた事業に関し次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した額の合計額を減じた額とする。
一　常時十五人以下の労働者を使用する事業　当該事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。次号において同じ。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額。次号において同じ。)に百分の三・七を乗じて得た額
二　新令第一条第一号ロに規定する十六人以上事業(その事業についての前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。)について、督促を受けたことがないものに限る。)　当該事業の事業主の委託を受けて納付した新令第一条第一号ロに規定する十五人以下事業該当年度の労働保険料の額を基礎として前号の規定の例により算定した額
３　平成四年度において報奨金の交付を受けた労働保険事務組合は、新省令第二条第一項の規定により提出する申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、当分の間、当該交付を受けた報奨金の額を記載しなければならない。
附　則　(平成九年三月一九日労働省令第一一号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附　則　(平成一二年一月三一日労働省令第二号)　抄
(施行期日)
第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条　地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条　この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条　この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附　則　(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)　抄
(施行期日)
第一条　この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附　則　(平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一号)　抄
(施行期日)
第一条　この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附　則　(平成一五年五月一四日厚生労働省令第八八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　(平成一六年四月一日厚生労働省令第九四号)
この省令は、公布の日から施行する。
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